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議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する
条例の制定について
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【改正理由】
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅
館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第52号）が公布されたことに伴
い、大津市手数料条例（平成１２年３月２４日条例第１２号）について、所要の改
正を行うもの。
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● 改正の内容

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正

する法律」の公布により、生活衛生関係営業等の事業譲渡において、事業を譲り受けた者は、新たに許可

の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能となることから、事業譲渡に伴う審査（旅館

業法の地位承継に係る欠格事項等の審査を除く）が不要となるため、大津市手数料条例の一部を改正

する。

【生活衛生関係営業等】

食品衛生法、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法

議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
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●生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律

議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

事業譲渡において、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能となったこと

から、大津市手数料条例第2条に規定する別表を以下のとおり改正する。

申請区分
（旧）

条文（手数料例：飲食店）
（新）

条文（手数料例：飲食店）

新規営業 新規営業（16,800円） 新規営業（16,800円）

譲受営業
譲り受け営業等（13,200円）

削除（承継届出）

継続営業 継続営業（13,200円）

申請区分
（旧）

条文（手数料例：公衆浴場法）
（新）

条文（手数料例：公衆浴場法）

新規営業 新規営業（22,000円） 新規営業（22,000円）

譲受営業 譲り受け営業（16,000円） 削除（承継届出）

申請区分
（旧）
条文

（新）
条文

新規営業 新規営業（22,000円） 新規営業（22,000円）

譲受営業 譲り受け営業（16,000円） 削除（承継届出）

承継承認 承継承認審査（7,500円） 承継承認審査※（7,500円）

＜ 食品衛生法 ＞

＜ 理容師法、興行場法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法＞

＜ 旅館業法 ＞

※ 旅館業法の譲受営業については、従来から地位承継の承認申請に伴
い徴収してきた「営業者の欠格事項等に係る承継承認審査手数料
7,500円」を引き続き徴収する。
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● 施行期日

この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図る

ための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日のいずれか遅

い日から施行する。

● 経過措置

この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大津市手数料条例別表第３１項、第３３項、

第３５項から第３７項まで又は第４０項に規定する営業について譲渡があった場合における当該

営業を譲り受けた者については、なお従前の例による。

議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
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議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（新旧対照表）

改正前 改正後

別表（第２条関係）

31 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規

定に基づく営業の許可

(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1

号に規定する飲食店営業の許可の申請に対する審査1

件につき 16,800円(当該許可を受けた者から営業を譲り

受けた者が申請する場合又は当該許可を受けた者が許

可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可に

ついて申請する場合(以下この項において「譲り受け営業

等の場合」という。)にあっては、13,200円)

(別表（第２条関係）

31 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規

定に基づく営業の許可

(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1

号に規定する飲食店営業の許可の申請に対する審査

1件につき 16,800円(当該許可を受けた者が許可の有

効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可につい

て申請する場合(以下この項において「継続営業の場

合」という。)にあっては、13,200円)

(2)～（32） （1）と同様内容 (2)～（32） （1）と同様内容の改正
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議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（新旧対照表）

改正前 改正後

33 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32

年法律第163号)に基づく事務

(1) 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は

美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査 1件につ

き 17,000円(理容所又は美容所の開設者から営業を譲

り受けた者が受ける検査の場合にあっては、13,000円)

(2) 省略

33 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32

年法律第163号)に基づく事務

(1) 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は

美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査 1件につ

き 17,000円

(2) 省略

35 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく

興行場営業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(当該許可を受けた者から営業を譲り受けた者が申請する場合

にあっては、16,000円)

35 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく

興行場営業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
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議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（新旧対照表）

改正前 改正後

36 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく事務

(1) 旅館業法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申

請に対する審査 1件につき 22,000円(当該許可を受けた

者から営業を譲り受けた者が申請する場合にあっては

16,000円、特定の季節又は一時的に営業する場合にあっ

ては12,000円)

(2) 旅館業法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に

基づく旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認の申

請に対する審査 1件につき 7,500円

36 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく事務

(1) 旅館業法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申

請に対する審査 1件につき 22,000円(特定の季節又は

一時的に営業する場合にあっては、12,000円)

(2) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の

4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた者の地位の

承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,500円
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議案第115号

大津市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（新旧対照表）

改正前 改正後

37 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基

づく浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(当該許可を受けた者から営業を譲り受けた者が申請する場

合にあっては、16,000円)

37 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基

づく浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

40 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づく事務

(1) クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の

検査 1件につき 17,000円(クリーニング所を開設している営

業者から営業を譲り受けた者が受ける検査の場合にあって

は、13,000円)

(2) 省略

40 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づく事務

(1) クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の

検査 1件につき 17,000円

(2) 省略


